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 野田市地域福祉計画（改訂版）素案に対する意見募集の結果について 

 

 

 パブリックコメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとおりで

す。 

 

１．計画等の題名 

  野田市地域福祉計画（改訂版）素案 

 

２．意見募集の概要 

 （１）計画等の案の公表日（意見募集期間） 

平成２２年１月１８日（木）から平成２２年２月１７日（水）まで 

（２）意見募集結果 

①提出者数・意見数       ３人  １４件 

②提出方法      直接持参 １人   ６件 

           郵送   ０人   ０件 

           ＦＡＸ  １人   ７件 

           Ｅメール １人   １件 

③計画等に反映した意見          ５件 

 

３．意見と市の考え方 

意見の概要と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

素案全体 

１ 「障害」の表記について国の障が

い者制度改革推進会議で検討した

結果による表記にすること。 

国の文化審議会の漢字小委員

会で障害者団体から要望の多い

「碍」の字を常用漢字に追加す

ることが検討されており、追加

された場合、国の法律名も変更

となることから、市の計画等の

改訂における、ひらがな表記を

一時見合わせ、国の動向を見極

めることとします。 

したがって本計画の表記も

「障害」に戻すこととします。 

修正有り

２ 計画の施策やその考え方は非常

に良くまとめられているが、実現性

のある具体的なイメージが湧いて

こない。例えば、船形に予定されて

いる第二福祉団地のビジョン。その

後の進展状況やその構想が見えて

基本的な福祉施策の方向は総

合計画で概要を示し、対象分野

ごとに個別の計画に基づき事業

が進められております。本計画

の事業については社会福祉協議

会等と連携しながら、地域福祉

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

来ない。 

街中の旧商店街の活性化を図る

ため、福祉施策と融合させるような

考え方。例えば、福祉基地の建設を

念頭に、行政関係、障害者、高齢者、

子育て中の家族、ボランティア、会

社や商店の関係者や一般市民が集

い、共にスポーツやゲームを楽しん

だり、ふれあい、交流し、情報交換

し、互いの理解を深める場所を創造

する構想。そのような方向性を打ち

出して、具現性のある計画にして貰

いたい。 

審議会へ進行状況を報告し評価

をいただきながら推進に努めて

まいります。 

Ⅰ 総論 

第１章 計画の前提 

２ 地域福祉計画の必要性 

（４）野田市をめぐる基本的な背景 ［地域活動の状況］② ５ページ  

３ 精神障害者福祉作業所は地域活

動支援センターに移行しています。

次のように記述します。 

地域活動支援センターを運営

するＮＰＯ法人も活発に活動し

ております。 

修正有り

６ 野田市の現状と課題 

（１）野田市における現状 ⑥高齢者の状況 １４ページ  

４ 介護認定区分の割合を示すべき。

介護サービス利用者の中で施設

介護（人）、在宅介護（支援）（人）

総人数や割合を示すべき 

本計画は、市の保健福祉全体

の指針となるものであり、また、

他の個別の計画に位置付けられ

ていない事業を位置付けて社会

福祉事業の推進を図ることを基

本的な考えとしております。 

ご意見につきましては、個別

計画である「野田市老人福祉計

画及び介護保険事業計画」にお

いて、要介護等認定者数の推移

が具体的に示されていますの

で、素案の修正は行いません。 

修正無し

（１）野田市における現状 ⑦障害者の状況 １６ページ  

５ 自立支援医療（精神通院）受給者

数を示すべき。 

ご意見については、昨年２月

の障害福祉計画にかかるパブリ

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

ックコメントでも提案され今後

の検討課題としておりました。

ご意見は個別の計画である障害

者基本計画において検討します

ので、素案の修正は行いません。 

（１）野田市における現状 ⑧地域福祉の担い手の状況 ○民生委員・児童委員

（主任児童委員）の状況 １９ページ 

 

 

６ 地区名の地区を野田市内全体図

の中で位置を示すべき。 

民生委員・児童委員の広報誌

みんせいの中で適宜担当地区割

り表を示していますので修正は

行いません。 

修正無し

（１）野田市における現状 ⑧地域福祉の担い手の状況 ○その他、地域福祉推

進のための多数な担い手 ２０ページ 

 

 

７ 「その他、地域福祉推進のため

の多数な担い手」ではなく、「ボラ

ンティア活動の状況」としてはい

かがか。 

ボランティア連絡協議会の紹介

としてボランティア団体として活

動登録をしている団体数と個人登

録人数を示してはいかがか。 

  

社会福祉協議会のような地域

福祉の推進を目的とする組織だ

ったものから、地縁によって、

あるいは年齢範囲によって組織

された団体、さらには企業によ

る社会貢献活動等々、ボランテ

ィア団体を含めた様々な団体の

活動により地域福祉が担われて

おりますので、表現はそのまま

とし修正は行ないません。 

なお、厚生労働省の市町村地

域福祉計画策定指針の在り方に

おいて、地域福祉の担い手とい

う表現がされておりますので、

これを参考にしています。 

また、ボランティア連絡協議

会の加入団体数及び加入者数

は、次のとおりです。（登録と使

い分け） 

 団体数    ２７ 

 加入者数  ７００ 

修正無し

第２章 基本的な考え方 

３ 基本理念 ５２ページ以降 

８ 基本理念の中に障害の早期発見

と予防という観点が欠如していま

本計画は、市の保健福祉全体

の指針となるものであり、また、

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

す。 

一例として、生後間もない乳幼児

に対する聴覚スクリーニング検査

により、難聴児の早期発見が可能に

なっています。（全国的に検査実施

自治体が増加しつつあるが、野田市

ではまだ実施されていない。）早期

に補聴器や人工内耳を装用し、リハ

ビリテーション（言語訓練）など、

専門的で適切な指導を継続的に受

ければ、音声言語を習得することが

可能となり、居住地域の普通学校に

入学できる児童が増えています。早

期に対応されることにより、子ども

の可能性が高められ、親の精神的、

経済的負担も軽減され、希望が膨ら

んで来ます。親への相談や情報の収

集と提供など、療育、教育など多面

的な各種支援サービスが、総合的、

継続的に提供できるようにして欲

しい。 

他の個別の計画に位置付けられ

ていない事業を位置付けて社会

福祉事業の推進を図ることを基

本的な考えとしております。 

ご意見につきましては、個別

の障害者基本計画において、「障

害の原因となる疾病等の予防と

早期発見の推進」、「障害に対す

る適切な保健・医療サービスの

充実」を位置付けておりますの

で、素案の修正は行ないません。 

第３章 基本目標等 

２ 基本方針について ７ バリアフリー社会の確立   ６６ページ 

９ 一本化した「バリアフリー新法」

の施行に伴い、駅、駅前広場、道路、

信号機等のバリアフリー化に努め

るとあるが、多くの人が利用する劇

場や店舗、公共施設、「高齢者、障

害者等の円滑な移動等に配慮した

建築設計標準」に適合するバリアフ

リー化（利用しやすい配慮）の整備

が望まれるところであり、建築物の

ハード面だけでなく、施設内の設備

や備品などのソフト面の記述も必

要となる。はっきりと明記しておい

て欲しいです。 

本計画は、市の保健福祉全体

の指針となるものであり、また、

他の個別の計画に位置付けられ

ていない事業を位置付けて社会

福祉事業の推進を図ることを基

本的な考えとしております。 

ご意見につきましては、個別

の計画である障害者基本計画に

おいて、「住宅、建造物のバリア

フリー化」を位置付けています

が、福祉のまちづくり運動を推

進することで福祉の向上が図れ

ることから、「各論第３章１、

（１）「・・・各駅のバリアフリ

ー化を推進していきます。」に続

修正有り
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

けて次のように追記します。 

「こうした道路等のバリアフ

リー化の取組に限らず、施設内

部の様々な障壁を取り除く必要

があることから、施設を管理す

る事業者に対し施設内のバリア

フリー化について必要な措置を

講じる責務を規定した千葉県福

祉のまちづくり条例の周知とと

もに、市及び事業者等の関係機

関で組織する福祉のまちづくり

運動推進協議会の啓発活動を通

じて関係者が一体となってバリ

アの解消を目指していきます。」 

Ⅱ 各論 

全体 

10 各論が、内容的に乏しい。「協議」

とか「検討」とかの文字が目に付き、

実行性が薄く感じられます。例え

ば、「情報バリアフリー」とか「コ

ミュニケーション支援サービス」と

いうような項目を入れて欲しいで

す。 

本計画は、市の保健福祉全体

の指針となるものであり、また、

他の個別の計画に位置付けられ

ていない事業を位置付けて社会

福祉事業の推進を図ることを基

本的な考えとしております。 

ご意見につきましては、個別

の計画である障害者基本計画に

おいて、「情報バリアフリー化の

推進」、「情報提供の充実」を位

置付けておりますので、素案の

修正は行ないません。 

修正無し

第１章 市民が求める地域福祉や健康づくりを推進するための基盤づくり【すべて

のベース作り】 

２ 保健福祉推進のための『人づくり』 ８５ページ 
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（３）ボランティア活動の強化 

サポートセンターの機能強化を

図るための所轄課はどこが担当と

なるのか、明記が必要ではないか。

 

ＮＰＯ・ボランティアサポー

トセンター機能強化検討委員会

で、所管課も含めて検討してい

る最中ですので、表現はそのま

まとし修正は行ないません。 

 

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

第３章 福祉のまちづくりの推進【誰もが同じ目線で暮らすためのバリアの解消】

１ バリアフリー社会の確立 

 

 

12 

 

（１）地域福祉活動団体間の連携の

強化 ８７ページ 

（仮）地域福祉活動連絡会の構成団

体の中に、野田市障がい者団体連絡

会を入れた方が良いのではないで

しょうか。今後増加する高齢者対策

には、障害者が持っている各種のノ

ウハウが生かされると思います。 

 

 

 

 

１８ページ以降の地域福祉の

担い手の状況のとおり、各団体

の活動を通じて地域福祉の推進

に協力をいただいております。 

（仮）地域福祉活動連絡会は

地域の課題やニーズを把握する

ため、地域で活動している団体

による地域の実情に沿った情報

交換の場として設置を提案する

もので、ご意見の団体は広範な

各団体の連絡会であり、むしろ

構成団体が参加されることで地

域の実情にあった地域福祉の向

上に向かうものと思われますの

で、記述は修正しませんが貴重

なご意見として参考にさせてい

ただきます。 

 

 

修正無し

１．バリアフリー社会の確立 ９３ページ  
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（１）ハード面のバリアフリー化

９３ページ 

福祉のまちづくりパトロールは、

道路や交差点だけでなく、公共施設

内の設備や備品などの整備状況の

パトロールが必要です。いろいろな

障害者種別に配慮したバランス感

覚のある取り組み方が大切です。公

共施設内の設備や備品などと明確

な記述をお願いします。 

 

 

№９のご意見と同様、各論第

３章１、（１）「・・・各駅のバ

リアフリー化を推進していきま

す。」に続けて追記します。 

 

 

 

修正有り

１．バリアフリー社会の確立 ９３ページ  

 

 

14 

（１）ハード面のバリアフリー化

９４ページ 

国が障がい者制度改革推進会議

で「障害」の在り方の検討中なので

消除されたい。 

 

 

国の文化審議会の漢字小委員

会で障害者団体から要望の多い

「碍」の字を常用漢字に追加す

 

 

修正有り
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

ることが検討されており、追加

された場合、国の法律名も変更

となることから、市の計画等の

改訂における、ひらがな表記を

一時見合わせ、国の動向を見極

めることとします。したがって

本計画から消除します。 
 

 


